
0歳 １歳

２歳 ３歳

よかった、心配し
たけど命がつな
がった！

保育器の中の
小さな手がか
わいいね

おこりんぼうだなあ。
おもちゃは投げな
いで遊ぼうね

カワイイけど、言葉
がまだ出ないの

男の子は言葉が
遅いって言うし、ま
ぁ、そのうちしゃべ
るようになるかな

４歳

幼稚園に入って言葉も
増えたし、お友だちにも
恵まれて楽しそう

車いすに乗っ
て、思い切って
外に出たいな

すぐ走ってど
こかへ行って
しまう。怖いわ

発達について相談して
みようかな。療育ってど
んなことをするのかしら

この子らしく過
ごせる学校は
どこかしら？

幼児期

私は、福祉施設に通って、
クッキーを作っています

私は障害者雇用枠で一
般就労しています。まじめ
だって言われて、会社の
人に頼りにされています

社会へ

身体が大きくなってき
て、自宅での介助が母
親だけだと難しいわ

勉強難しいのかな？　学校
にも行きたがらなくなってき
て、どうしよう？　特別支援
学級の方がいいのかしら？

他の友だちと会いた
いな。どこか通える
場所はないかな

わたしも、家の
近くの学校に行
ってみたいな

就学

　子育てや発達の悩みは尽きませんが、市には相談を受け、ふさわしいサポートを案内する窓口があります。
それが子ども発達センター（元・すみれ教室）です。２面では、センターで案内できる多様な相談先の一部と、
よく寄せられる相談をご紹介します。 問 子ども発達支援課 ☎726・6570

れ
　子どもは一人ひとりのペースで
成長していきます。そして、その
成長のペースは、等しく尊重され
るべきです。市は、すべての子ど
もが自分のペースで豊かに成長
し、おのおのの成長する姿が尊重
されるまちをみんなで創り出すた
め、子どもの発達を支援するさま
ざまなサポートを用意しています。

僕は絵が得意だよ。作業
所で働いているんだ。お
給料が入ると、大好きな
電車の旅へ行くんだ！

自分のペースで
大きくなあ

今号の紙面から 　●3面 ＪＲ町田駅南地区まちづくり整備方針を策定しました　●3面 道路通報アプリ「みちピカ町田くん」　配信開始
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問子ども発達支援課☎７２６・６５７０

町田市子ども発達センター（元・すみれ教室）

広報まちだは1日・15日の月2回発行です

みんな同じ町田の子どもです 子ども発達センターにご相談下さい

障がい者支援センター 教育センター

「障害者手帳のこと」、
「補装具や日常生活
用具のこと」、「障害
福祉サービスのこと」
など

よく寄せら
れる相談

よく寄せら
れる相談

「学校の授業についていけない」、「不
登校のこと」、「発達の問題」など

よく寄せら
れる相談

「子育てのこと」、「虐待
に関すること」など「出産後の育児が心配」、「子どもの体

重が増えない」、「離乳食について」など
「生活習慣のこと」、「発育・発達のこと」、「幼
稚園・保育園等の施設情報のこと」など

よく寄せられる相談 よく寄せら
れる相談

すみれ教室の名前が変わりました。今までどおり療育を受けることができます０歳から１８歳未満の

子どもの発達に関す
るすべて

の相談を受け、連携
する各施設

をご案内します。ま
た、

子どもの障害福祉サ
ービス

等の申請受付を行い
ます

コ ラ ム

　障がいのある子どもや発達に支援が必要な子どもも、みんな
同じ町田の子どもです。その中でも、重い障がいのある子どもや
医療的ケアが必要な子どもは、医療機関や福祉施設などのさま
ざまな支援を受けながら暮らしています。地域の行事や活動に
参加するにも、条件を整える必要があり、他の子どもと比べて社
会参加するのが大変なのが現状です。
　子ども発達センターは、すべての子どもやその家族が地域と

つながって安心して社会参加できるよう、関係機関と
協力して一人ひとりのニーズに応じた支援の充実を図
ります。

　子どもの発達はさまざまです。中には、発達の特性のために、一生懸
命頑張っているけれども周りからはちゃんとやっていないように思わ
れたり、叱られて嫌な思いを重ねていたりする子どもがいます。また、
一見つらそうには見えなくても、神経をすり減らしてへとへとになり
ながら生活している子どももいます。
　子どもの発達に疑問や質問がある方はぜひ一度、子ども発達センタ

ーにご相談下さい。子どもは、本人の苦手なことに配
慮する方法を探ったり、得意なことで活躍できる場を
見つけたりすることで、過ごしやすくなることがあり
ます。どうすれば生活しやすくなるかなどを、一緒に
考えましょう。

　身近な地域で障がいに関する相談や福祉サービスの
手続きができます（市内５か所）。
問障がい福祉課☎７２４・3０89

　就学相談や不登校、いじめ、発達の問題な
どの相談をお受けします。問教育センター

☎７93・２４8１

　０歳から１8歳未
満の子どもとその
家庭からの相談を
受け付けていま
す。来所相談（予約
可）はもちろん、ご
自宅を訪問して相
談をお受けすることもできます。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１9

子ども家庭支援センター
　妊娠や出産、育児、予防接種、子ども
の発育・発達に関する相談を行ってい
ます。
問保健予防課

　子育ての悩みや困りごとの相談受付、マ
イ保育園のご案内、子育てひろばを実施し
ています。子育てひろばでは、
保護者同士の交流もできます。
問地域子育て相談センター（市
内５か所）

保健所 地域子育て相談センター

まちだ子育てサイト まちだ子育てサイト
センターロゴマーク
「まこちゃん」

　個性が違えば悩みも違うのが子育てですが、相談やサポートを通じて、子ど
もが伸び伸びと育ったり、親の気持ちが楽になったりするものです。
　子育てに疑問や悩みを抱えていて、どこに相談すればよいか分からない時
は、子ども発達センターにご相談下さい。さまざまな相談機関と連携して、適
切なサポートをコーディネートし、切れ目のない支援を行います。

子ども発達セン
ターの中村さん
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募　集募　集
大地沢青少年センター
臨 時 職 員
対野外活動等に興味のある方＝若干
名
勤務期間６月１日～１０月３１日（更新
の場合も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時、
月１日～１１日以内で月ごとに相談、
主に土・日曜日、祝休日、夏季期間
内主催事業・施設管理・事務の補助等
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考書類、面接（書類合格者のみ）
申履歴書（写真貼付、志望動機明記）
を４月１８日まで（必着）に、直接また
は郵送で大地沢青少年センター（〒
１９４－０２１１、相原町５３０７－２）へ。
※履歴書は返却しません。
問同センター☎７８２・３８００
町田市街づくり審査会
市 民 委 員
　町田市街づくり審査会委員の任期
満了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の

審議会等の委員と重複していない方
＝４人
任期６月１日～２０２０年５月３１日
選考書類選考のうえ、対象者のみ面
接（５月１０日予定）
申申込書と論文（テーマ＝近年、自治
会・町内会の加入率低下や役員の担
い手不足、近所付き合いの希薄化、地
域活動への参加者の高齢化など地域
コミュニティが希薄になってきてい
ます。そのため、「地域のお祭りの開
催がむずかしい」、「安心して外で子
どもを遊ばせられない」、「昔開催し
ていた地域の運動会がなくなってし
まった」などの地域の声も聞かれま
す。そこで、あなたの住む地域で、み
んなが楽しく参加できると思う地域
の活動やイベントを提案して下さ
い。また、どうすれば幅広い世代の住
民がその活動に参加し、人の輪がつ
くられ、継続的かつ自発的な活動が
できると考えますか。１２００字以内）
を４月１６日まで（消印有効）に、直接
または郵送で地区街づくり課（市庁
舎８階）へ。
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。応募論文は返却しません。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
郵送希望者は、地区街づくり課へご

連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

病児施設職員（保育士）
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８

お知らせお知らせ
募集します
町田市トライアル発注認定商品
　市では、市内事業者が開発する新
規性の高い優れた商品の販路拡大を
支援するため、「町田市トライアル発
注認定制度」により、一定の基準を満
たした商品及び開発者を認定してい
ます。
　認定商品は、市が作成する「認定商
品カタログ」や本紙、町田市ホームペ
ージ等に掲載します。また、認定期間
内は市の中小企業融資制度やものづ
くり支援補助金でも優遇を受けるこ
とができます。
　これまでに２０事業者２４商品が認
定を受け、市内外のイベント等にて
一体的なＰＲを広く実施しています。
対新規性の高い優れた新商品、及び
それを生産する中小企業者（市内に
住民登録を有する個人、または市内
を納税地とする法人で、１年以上事
業を営んでおり、市税を完納してい
ること）
認定基準商品が次のすべての要件を
満たすこと　①申請時点で、販売開
始から５年以内である②既存の商品
とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属するものである
か、同一の範疇に属しても著しく異
なる使用価値を有するため、実質的
に別個の範疇に属すると認められる
③技術の高度化、経営能率の向上、市
民生活の利便の増進に寄与すると認
められる④生産方法、必要な資金額、
資金調達方法が、事業者の新たな事
業分野開拓のために適切なものであ
る
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。
認定期間認定された日から２０２１年
３月３１日まで
審査方法専門機関による書類審査
後、「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」で学識経験者等による
意見聴取（事業者プレゼンテーショ
ン有り）
申申請書に必要書類を添えて、４月２
日～５月１１日（必着）に、直接または
郵送で産業政策課（市庁舎９階）へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問産業政策課☎７２４・２１２９
（第２回変更）
社会資本総合整備計画�
及び都市再生整備計画

【南町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクト】
　市では、新たなにぎわいと交流を
創出する拠点形成を目指して、南町
田拠点創出まちづくりプロジェクト
を進めており、同プロジェクトの事
業実施にあたり、国の社会資本整備
総合交付金制度を活用しています。
　この度、２０１６年に当初策定し、

２０１７年に第１回変更した、社会資本
総合整備計画及び都市再生整備計画
について、２０１８年度から開始予定
の鶴間公園整備事業の位置付けなど
に関して変更を行いました。
※変更の詳細は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。
問都市政策課☎７２４・４２４８
募集します
２０１８年度介護保険施設
等整備運営候補事業者
　第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、２０１８年度介護保険施設等
整備運営候補事業者の募集を行いま
す。募集地区、募集概要等詳細は、町
田市ホームページをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１
「南の玄関口のまちづくり」
ＪＲ町田駅南地区まちづくり
整備方針を策定しました
　市では、２０１６年７月に「町田市中
心市街地まちづくり計画」を策定し、
中心市街地である町田駅周辺の新た
なまちづくりに向けて再スタートし
ました。
　この計画に掲げる１０のプロジェ
クトの１つで、ＪＲ町田駅南側から多
くの人にまちなかを訪れてもらうた
めに、交通環境の整備やまちなかへ
のアクセス強化に取り組む「南の玄
関口のまちづくりプロジェクト」を
推進する「ＪＲ町田駅南地区まちづく
り整備方針」を策定しました。
【まちづくりの構想】
○コンセプト　「南の玄関口のまち
づくり」をコンセプトとし、まちなか
を訪れ、楽しみ、活動する人と、駅周
辺で暮らし、住み続ける人を増やす
○方針１　「南の玄関口」にふさわし
い拠点づくり
○方針２　まちなかへのアクセス強
化
○方針３　駅前の利便性の向上と快
適な居住環境の形成
※整備方針の詳細は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４０２６

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市交通安全推
進協議会定例会

4月5日㈭午前
10時から

市庁舎3階第1
委員会室

5人
（申し込み順）

事前に電話またはFAXで市民
生活安全課（☎724・4003返
050・3160・8039）へ

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

4月9日㈪午前
10時~正午

市庁舎2階会
議室2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課（☎
724・8407）へ

町田市教育委員会
定例会

4月13日㈮午
前10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市庁
舎10階、☎724・2172）へ

建物の長寿命化とは
　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
　この取り組みの１つとして、建物の長寿命化があります。建物に不具
合が生じてから対応する方法では、建物を長く使うことができません。
長寿命化は、建物の部位や設備機器の大規模な修繕や更新等を計画的
に行うことにより、これまで以上に長く使えるようにする考え方です。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑥みんなでつくる

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

議長に若林章喜氏、� �
副議長に佐藤和彦氏が就任
　町田市議会は、３
月９日に開催され
た平成３０年第１回
市議会定例会で、
市議会議長に若林
章喜氏（自由民主党会派）を、副議
長に佐藤和彦氏（まちだ市民クラ
ブ会派）を選出しました。
　若林章喜議長は、昭和４９年生ま
れで４３歳。市議当選５回。災害対策
委員会委員長、決算特別委員会委
員長、保健福祉常任委員会委員長、
議会運営委員会委員長などを歴任
しています。
　佐藤和彦副議長
は、昭和４７年生ま
れで４５歳。市議当
選３回。町田市都市
計画審議会委員、
建設常任委員会副委員長、町田市
防災会議委員、健康福祉常任委員
会委員長などを歴任しています。
問議会事務局☎７２４・２１７１

　長寿命化を効果的に取り入れることで、市の財政負担を
平準化することができます。どの建物を長寿命化するかを
今から整理し、公共施設の老朽化が一斉に訪れる時代に備
えていかなければなりません。

ここがポイント！

４月1日から配信を開始します

道路通報アプリ「みちピカ町田くん」
問道路管理課☎７２４・３２５７

　スマートフォンのカメラ・ＧＰＳ機
能を利用し、道路関連の不具合をＥ
メールで通報できる、道路通報アプ
リ「みちピカ町田くん」の配信を開始
しました。本アプリを利用すること
で、ＧＰＳ機能を使った場所の特定や
案内に従った写真の撮影など、より
簡単に通報することができます。
　アプリは、「Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ　ストア

（Ａｎｄｒｏｉｄ）」または「Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ
（ｉＯＳ）」で検索してダウンロードし
て下さい。なお、アプリは無料です
が、ダウンロードの通信料は利用者
の負担となります。
　道路の維持・管理は、市民の皆さん
や通行者からお寄せいただく貴重な
情報にも支えられています。積極的
なご利用をお願いします。
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後期高齢者医療保険料が改定されました
問個別の相談・個人情報を含むもの＝保険年金課☎7２４・２１４４、制度に
ついて＝広域連合お問合せセンター☎０５7０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳ
の方は☎０３・３２２２・４４９６）

小児の定期予防接種が
相模原市でも受けられるようになります

問保健予防課☎7２４・４２３９

コンビニでお得に
証明書が取得できるようになりました

問市民課☎7２４・４２２５

町田駅の近くに子どもの遊び場が増えます！
問産業政策課☎7２４・３２９６

　０～１８歳の子育て情報
を発信している、まちだ
子育てサイトに、４月か
ら学校に関する情報が加
わります。
　「本日の中学校給食」や
学区について等、小・中学
生に関する情報を掲載し
ます。

トップページ➡
年齢からさがす➡
小・中学生

　小児の定期予防接種が、町田市・相
模原市の契約医療機関で、特別な手
続きをせずに無料で受けられる、相
互乗入れ事業を開始します。
　詳細は、市役所代表（☎７２２・
３１１１）へお問い合わせいただくか、

　マイナンバーカードをお持ちの方
は、コンビニでの証明書自動交付サ
ービスの手数料が下がります。
　窓口で証明書を取得するよりもお
得になるので、マイナンバーカード

　昨年度大好評だった、子どもが裸
足で遊べる芝生広場「ちびヒロ」を、
皆さんのご要望にお応えして常設し
ます。また、既存のきしゃぽっぽ等の
遊具に加えて、壁いっぱいにお絵か
きができる「おおきなかべ」も新たに
設置します。
　お子さん連れでのお買い物の途中
に、ぜひお立ち寄り下さい（雨天時も
利用可）。
【芝生広場「ちびヒロ」＆お絵かきウ
ォール「おおきなかべ」】
利用開始日４月９日㈪
利用時間午前１０時～午後５時
場町田ターミナルプラザ市民広場

まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※予防接種スケジュール管理サービ
ス「わくわくワクチン」に登録済みの
方は、自治体からのお知らせページ
をご覧下さい。

をお持ちの方はぜひご利用下さい。
　また、まだマイナンバーカードを
お持ちでない方は、この機会にマイ
ナンバーカードの交付をお申し込み
下さい。

※ちびヒロのご利用は安全上の理由
により未就学児に限ります。また、ち
びヒロ内のおもちゃは土・日曜日、祝
休日は使用できません。
※イベント開催時は遊べない場合が
あります。詳細は町田市ホームペー
ジをご覧下さい。

新たに町田市指定有形文化財を指定しました
問生涯学習総務課☎7２４・２５５４、指定文化財の公開について＝自由民権
資料館☎7３４・４５０８

　１月に、「なすな原遺跡出土透か
し彫り土製耳飾り一式（１２点）」と
「日枝神社本殿」の２件を、新たに
町田市指定有形文化財に指定しま
した。
　「なすな原遺跡出土透かし彫り
土製耳飾り一式（１２点）」は、縄文
時代晩期の住居跡、墓跡などから
出土しました。透かし彫り文様の
造形は極めて精巧なつくりで、縄
文工芸のレベルの高さがわかる貴
重な資料です。
　「日枝神社本殿」（鶴間６－２１－

２４）は、享保１１年の建築で、創建時
の部材と形式をよく留め、細部ま
で丁寧に作られた貴重な建造物で
す。
【新指定文化財を公開します】
　文化財指定を記念し、「なすな原
遺跡出土透かし彫り土製耳飾り一
式（１２点）」を展示します。
期間４月３日㈫～７月１日㈰
開館時間午前９時～午後４時３０分
休館日月曜日（ただし、４月３０日は
開館し、翌日休館）
場自由民権資料館

コンビニでの証明書自動交付サービス
取得できる証明書 利用時間 利用できるコンビニ

住民票
印鑑登録証明書
課税・非課税証明書
戸籍全部・個人事項証明書

午前6時30分～午後11時

セブンイレブン
ローソン
ファミリーマート
サークルKサンクス
ミニストップ

　後期高齢者医療制度の保険料
は、２年ごとに見直しがあります。
医療費の総額と１人あたりの医療
費が、いずれも今後さらに増加す
ることが見込まれるため、東京都
後期高齢者医療広域連合では、今

年度、均等割額と所得割額を図１の
とおり改定しました（医療費の負担
の内訳は図２を参照）。
【保険料の軽減】
　所得に応じて保険料が軽減されま
す（軽減には住民税の申告をはじめ

所得の申告等が必要）。
○均等割額の軽減
　所得の低い方は、世帯の世帯主及
び被保険者の所得に応じて保険料の
均等割額が軽減されます（表１）。
○所得割額の軽減
　公的年金の一般的な収入が１７３万
円（賦課のもととなる所得金額が
２０万円）までの所得階層の方を対象
に、保険料の所得割額が軽減されま

す（表２）。
○被扶養者だった方の特例
　後期高齢者医療制度の加入直前
まで会社の健康保険等（国保・国保
組合は除く）の被扶養者だった方
は、均等割額が５割軽減となり、所
得割額はかかりません。
※２０１８年度の保険料の納入通知
書は、７月中旬にお送りします。

図1　2018・2019年度の保険料率　  

図2　医療費の負担の内訳

被保険者1人あたり
４万3300円

（4万2400円）

均等割額 所得割額
賦課のもとと
なる所得金額※

8.80％
（9.07%）×＋ = 上限額62万円

（57万円）

年間保険料

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期（短期）譲渡所
得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

（　）は、2016・2017年度

一部
負担金

保険料
（約１割）

後期高齢者支援金
〈若年世代負担分〉

（約4割）

公費
〈国：都：区市町村＝4：1：1〉

（約5割）

保険でまかなう医療給付費

医療費の総額

医療機関窓口支払い分(1割もしくは３割）

皆さんに納めていただく保険料

表１　均等割額の軽減の概要
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等
の合計が下記に該当する世帯 軽減割合 軽減後の金額

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以
下（その他の所得がない） 9割 4330円

33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割 6495円

33万円+（27万5000円×被保険者の数）以下 5割 2万1650円

33万円+（50万円×被保険者の数）以下 2割 3万4640円
※65歳以上（2018年1月1日現在）の方の公的年金所得については、その所得からさら
に高齢者特別控除（15万円）を差し引いた額で判定します。
表2　所得割額の軽減の概要
賦課のもととなる所得金額 軽減割合 年金収入基準（公的年金のみの場合）

15万円以下 50% 168万円以下

20万円以下 25% 173万円以下
※東京都広域連合独自の軽減措置です。なお、これらに伴う財源の一部は区市町村が負
担しています。

まちだ子育てサイトに

「学校情報」が加わります
問子ども総務課☎7２４・２８7６

透かし彫り土製耳飾り一式

※画像はイメージです。

日枝神社本殿
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国民健康保険税の賦課方式等を変更しました
問保険年金課☎７２４・２１２４

該当する方は申請を　各種福祉手当
問障がい福祉課☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

パブリック
コメント
公　表

ご意見ありがとうございました

　市では、町田市子ども発達支援計画の策定にあたり、パブリックコメ
ントを実施しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせてい
ただきました。ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。	
○募集期間　2017年12月15日～2018年1月11日
○応募者数　14人　　○意見件数　51件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。子ども
発達支援課、子ども生活部（市庁舎2階）、障がい福祉課・市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、
各地域子育て相談センター、ひなた村、大地沢青少年センター、各子どもセンター、町田市
保健所（中町庁舎）、健康福祉会館、男女平等推進センター、生涯学習センター、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、
各市立図書館、町田市民文学館、ひかり療育園、各障がい者支援センター、教育センター

ご意見の概要 市の考え方
民間の事業者が増えている中、「一人ひとりの子ど
もの発達の状況に応じた質の高い療育内容」はどう
担保されるのでしょうか?民間の事業者が入るこ
とによって、それぞれが特徴のある療育を展開して
いると思いますが、その療育が子どもに合ったもの
かどうかは誰が判断するのでしょう?発達テスト
等、十分な判断ができない事業者もあるのではない
でしょうか?

障害児相談支援をご利用いただく
と、相談支援専門員から、子どもや
家庭の状況に合ったサービス利用
計画の提案が受けられます。また、
定期的に利用状況等を検証して、
利用計画の見直し等も支援しま
す。いただいたご意見は、今後の参
考にさせていただきます。

保健所や教育センターなどと連携して「すみれ教室
（子ども発達支援課）」で0歳から１8歳未満の子ども
の発達について相談できる体制を確立するとあり
ますが、どう連携するのか、0歳から6歳まではすみ
れで、就学後は教育センターを紹介して、１8歳以降
は保健所に繋いでとなるのなら、これまでと変わら
ないような気がします。具体的にどうなるのか聞き
たいです。

「すみれ教室（子ども発達支援課）」
は、子どもの状況に応じて、さまざ
まな機関が提供するサービスの調
整を行うなど、連携の核となって
いきます。

町田市子ども発達支援計画
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０

　下表の要件に該当する方には手当が支給される場合があります。既に
受給中の方の手続きは不要です。最近転入し、前住所地で手当を受けてい
た方は新たに手続きが必要です。
　手当の新規申請には、印鑑のほかに身体障害者手帳・愛の手帳・診断書
のいずれかと、転入者は所得証明書（区市町村によって名称が異なる）が
必要な場合があります。
　特別児童扶養手当の申請は、申請者と児童の戸籍謄本も必要です。
※下表の要件は概要のため、認定とならない場合もあります。詳細はお問
い合わせ下さい。

　国民健康保険の財政運営の責任主
体が東京都になることに伴い、
2018年度から国民健康保険税（国
保税）の賦課方式を東京都が採用す
る方式に変更しました。併せて、地方
税法施行令の改正による課税限度額
の改定、所得の低い世帯への軽減措
置の拡充も行います。
【賦課方式の変更】

　所得の低い世帯の方は、同一世帯
内の所得額や被保険者数などに応じ
て、国保税の均等割額が軽減されま
す。2018年度は5割軽減・2割軽減の
判定基準を拡大しました（表2）。
【今後の予定】
　7月上旬に納税通知書をお送りし
ます。具体的な年税額が記載されて
いますので、ご確認下さい。

　国保税は、医療分、後期高齢者支援
金分、介護分（40～６4歳の方のみ）
の合算額となっています。市では、こ
れまでそれぞれの所得割額、均等割
額、平等割額を合計して算出する方
式（３方式）を採用していました。
2018年度からは、これを東京都が
採用する方式に合わせ、所得割額、均
等割額を合計して算出する方式（2

方式）に変更します（表1）。
【課税限度額の改定】
　医療分、後期高齢者支援金分、介護
分（40～６4歳の方のみ）の合算額が、
それぞれに定められた課税限度額を
超えた場合、年税額は課税限度額の
金額になります。2018年度は医療分
の課税限度額を改定しました（表1）。
【軽減判定所得の拡大】

各種福祉手当一覧� （４月１日現在）
手当の種類 対　象 手当額（月額）

特別児童扶
養手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養
している方　①身体障害者手帳１～3級程度②愛の手
帳１～3度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度
の障がい・精神障がいがある
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合
有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受
給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上
の場合は除きます。

手当等級１級＝5
万１700円（20１8
年3月分までは5
万１４50円）
手当等級2級＝3
万４４30円（20１8
年3月分までは3
万４270円）

特別障害者
手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるた
め、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の
方　①おおむね身体障害者手帳１・2級②おおむね愛
の手帳１・2度③上記と同等の障がい・精神障がいがあ
る
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は
除きます。

2万69４0円
（20１8年3月分ま
では2万68１0円）

障害児福祉
手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の方　①おお
むね身体障害者手帳１・2級程度②おおむね愛の手帳１
・2度程度③常時介護を必要とする状態にある障がい
・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本
人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は除
きます。

１万４650円
（20１8年3月分ま
では１万４580円）

心身障害者
福祉手当

①～④のいずれかに該当する20歳以上65歳未満の
方　①身体障害者手帳１・2級②愛の手帳１～3度③脳
性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精
神障害者保健福祉手帳は対象になりません。

１万5500円

重度心身障
害者手当

①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要
な65歳未満の方　①重度の知的障がいで、常時著し
い精神症状がある方②重度の知的障がいと重度の身
体障がいがある方③両上肢及び両下肢の機能が失わ
れ座位困難な方
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、
所得が一定額以上の方は除きます。

6万円

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等。

表1　2018年度からの新しい国保税率（額）

区分（対象者） 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
（４0～6４歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割額Ⓐ（所得に対し） 5.１7% 5.20% １.76% １.76% １.55% １.55%

均等割額Ⓑ（１人あたり） 2万5000円 3万円 8500円 １万200円 9500円 １万2000円
平等割額Ⓒ（１世帯あたり） 9000円 3000円 3000円
課税限度額 5４万円 58万円 １9万円 １9万円 １6万円 １6万円
※１　所得割額Ⓐは、加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除33万円を引いた額に税率をかけて
計算します。
※2　世帯単位で計算したⒶⒷの合計が課税限度額を超えた場合、年税額は課税限度額の金額となります。
表2　2018年度　国保税の均等割額軽減表

区　分 年　度 軽減判定基準
7割軽減 20１8年度 33万円以下（変更無し）

5割軽減 20１8年度 33万円＋（27万5000円×国保加入者数）以下
20１7年度 33万円＋（27万円×国保加入者数）以下

2割軽減 20１8年度 33万円＋（50万円×国保加入者数）以下
20１7年度 33万円＋（４9万円×国保加入者数）以下

※特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する
方）がいる場合は、その人数も軽減判定基準に算入します。
※１953年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受給者の方は、公的年金から１5万円を限度に控除があり
ます。

2018年度　国保税の計算例（年額）
【ケース1】年金収入のみの方の世帯（65歳以上の夫婦2人世帯で、夫の
みの年金収入で計算）

年金収入 年金所得 国保税 軽　減
１53万円 33万円 2万４１00円 7割
１68万円 ４8万円 3万４500円 7割
223万円 １03万円 8万8900円 5割
268万円 １４8万円 １４万４300円 2割
350万円 225万円 2１万４000円 ―
４50万円 30４万円 26万9000円 ―

※妻の年金収入が１20万円までは、ケース１の国保税です。
※収入は目安です。
【ケース2】給与収入のみの方の世帯（４0歳代の夫婦2人・子ども2人の
４人世帯で、夫のみの給与収入で計算）

給与収入 給与所得 国保税 軽　減
230万円 １４3万円 １8万6000円 5割
358万円 233万円 3１万8000円 2割
４50万円 306万円 ４１万7１00円 ―
550万円 386万円 ４8万5200円 ―
650万円 ４66万円 55万3200円 ―
750万円 555万円 62万9000円 ―

※妻の給与収入が65万円までは、ケース2の国保税です。
※収入は目安です。

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎７２４・２５３７

　新たに委嘱され
た民生委員・児童
委員と異動のあっ
た地域は右表のと
おりです。
※その他の担当
は、福祉総務課へ
お問い合わせ下さ
い。

民生委員・児童委員（４月異動）
地　区 地　域

担当委員
氏名・電話

町田第二
本町田 １700～2008、

2035～2１１0 欠員（退任）
木曽東 ４丁目 8～１0

南第一 小川
１丁目 全(コープタ

ウンを除く) （新）坂本美智子
☎796・383１

４丁目 １3～22
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お知らせお知らせ
受講者募集

まこちゃん教室（町田市
ひとり親家庭等子どもの
生 活・ 学 習 支 援 事 業 ）
　学習支援を通じて、基礎学力の定
着、自学の促進を行うとともに、家庭
環境の改善や幅広い社会性の定着を
促します。学習塾に所属する大学生
を中心とした講師による指導です。
対ひとり親家庭＝次のすべての要件
を満たす方　①市内在住のひとり親
家庭の子どもで、かつ、小学４年生～
中学２年生②児童扶養手当法による
手当を全額受給している世帯③生活
保護法による保護を受けていない世
帯④生活困窮者自立支援法に規定さ
れている学習支援を受けていない世
帯、養育家庭＝市内在住の養育家庭
に預けられた子どもで、かつ、小学４
～６年生
場集合型＝町田地区：トライ町田駅
前校（森野１－３４－１０）、忠生地区：
忠生市民センター、派遣型＝受講者
の自宅（町田市内）
定集合型各２０人、派遣型１０人（いず
れも抽選）
申申請書に必要事項を記入し、４月
１２日～２７日（消印有効）に直接また
は郵送で子ども家庭支援センター
（市庁舎２階）へ。
※申請書は子ども家庭支援センター、
各市民センター、町田・南町田・鶴川の
各駅前連絡所で配布します（まちだ
子育てサイトでダウンロードも可）。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９
受講者募集

生活困窮世帯等の子どもを
対象とした学習支援事業
　大学生やシルバー世代などの幅広
い年代の学習支援員が、アットホー
ムな雰囲気の中で一人ひとりの学力
に応じた個別指導を行い、さまざま
な楽しい催しも行います。
　また、保護者の方は、子どもの学習
などに関する相談、進級・進学にあた
っての公的支援制度の案内などを受
けることができます。
対市内在住の小学４年生～中学生
で、次のいずれかの要件を満たす方　
①生活保護受給世帯（ただし、自立支
援プログラムによる塾代の補助を受
けている子どもを除く）②児童扶養
手当を全額受給している世帯
場町田会場（町田駅周辺）、忠生会場
（小山田桜台周辺）
定各２０人（選考）
申申請書に必要事項を記入し、４月
１６日まで（消印有効）に直接または

郵送で生活援護課（市庁舎１階）へ。
※申請書は生活援護課、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連
絡所で配布します（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問生活援護課☎７２４・４０７５
運用を開始しました

町 田 市 屋 外 広 告 物 
ガイドライン（景観編）
　市では、屋外広告物による地域の
にぎわいや個性の創出、周囲のまち
並みや風景との調和によって、「活気
・にぎわいがあふれるまち」「落ち着
いた風格のあるまち」等の魅力ある
景観づくりを目指して「町田市屋外
広告物ガイドライン（景観編）」を策
定し、４月から運用を開始します。
　まち並みを構成する屋外広告物を
より良いものにするために必要な知
識などを、実例写真や図を使い、分か
りやすく紹介していますので、事業
者・広告主の方だけでなく、市民の皆
さんにもお気軽にご覧いただけま
す。
※本ガイドラ
インは町田市
ホームページ
でご覧いただ
けます。
問地区街づく
り課☎７２４・
４２６７
生涯学習センター

障がい者青年学級新入生募集
対市内在住の知的障がいのある１８
歳以上の方（特別支援学校等の生徒
は除く）
日原則第２・４土曜日または第１・３日
曜日、午前１０時～午後４時
場生涯学習センター
内「生きる力・働く力の獲得」を目的
に、音楽や劇、スポーツ、その他創作
活動、料理、合宿などを行う
定若干名
※応募多数の場合、４月２１日午前に
抽選会を行いますので必ず出席して
下さい。
申住所・氏名・電話番号・年齢・応募動
機を明記し、４月１３日まで（消印有
効）に封書で、生涯学習センター事業
係（〒１９４－００１３、原町田６－８－
１）へ。
問同センター☎７２８・００７１返７２８・
００７３

平 成３０年 度 国 民 年 金 
保 険 料 額 の ご 案 内
　平成３０年度の国民年金保険料は、
月額１万６３４０円です。日本年金機構
から納付書が送付されますので、金
融機関やコンビニエンスストアで納
付して下さい（口座振替、クレジット

カードでの納付も可、納付方法によ
って割引も有り）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２７、八王子
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１、ね
んきん加入者ダイヤル☎０５７０・
００３・００４

市 内 事 業 者 へ の 
補 助 を 実 施 し ま す
　市では、各種産業見本市・展示会等
に出展する際や特許権等を取得する
際に、経費の一部を補助しています。
今年度から、小規模事業者への補助
割合を拡充します。

【産業見本市出展への補助】
補助対象事業２０１９年３月３１日まで
に開催される国内外の見本市・展示
会等に出展する事業（一部を除く）
補助対象経費国内で行われる見本市
・展示会等＝主催者へ支払う出展料
（会場使用料、補助額上限２０万円）、
国外で行われる見本市・展示会等＝
外国語表記の冊子等の作成費用（補
助額上限５万円）
補助割合一般事業者＝２分の１以内、
小規模事業者＝３分の２以内
※町田市トライアル発注認定事業者
が認定商品をＰＲするために出展す
る場合の補助割合は、４分の３以内で
す（国外で行われる見本市・展示会等
の補助額上限は１０万円）。

【特許権等取得への補助】
補助対象事業２０１８年度内に実施す
る特許権・実用新案権・意匠権・商標
権の出願、特許出願についての審査
請求
補助対象経費①特許権・実用新案権
・意匠権・商標権の出願時（上限１０万
円、ただし商標権は５万円）、出願料、
出願にかかる弁理士手数料②特許出
願審査請求時（上限１０万円）、特許出
願審査請求料、出願審査に係る弁理
士手数料（上限２万５０００円）
弁理士手数料の補助割合一般事業者
＝２分の１以内、小規模事業者＝３分
の２以内

◇

対市内中小企業者（市内に住民登録
を有する個人または市内を納税地と
する法人で、１年以上事業を営んで
おり市税を完納していること）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、４月２日から直接産業政策課
（市庁舎９階）へ。
※申請額が予算額に達した時点で締
め切ります。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問産業政策課☎７２４・２１２９
まちだ健康づくり推進プラン（第５
次町田市保健医療計画）を

策 定 し ま し た
　市では、保健医療を取り巻く環境
の変化に的確に対応し、市民の健康
増進を支援するまちづくりに取り組
んでいます。今後、さらに総合的な健
康づくり施策を推進するため「まち
だ健康づくり推進プラン（第５次町
田市保健医療計画）」を策定しまし
た。
　すべての市民が、住み慣れたまち
で、健康で安心し希望を持って生活
できるよう、理念として“みんなでつ
くる「健康のまち」まちだ”を掲げる
とともに、３つの基本目標を設定し
ています。
○基本目標１　健康に生活できるま
ちをつくる
○基本目標２　安心できる地域医療
があるまちをつくる
○基本目標３　健康的な生活環境を
備え人と動物が共生しているまちを
つくる
　この３つの基本目標から、それぞ
れが実現すべき「まち」の姿を目標と
して設定しています。計画期間は、
２０１８年度から２０２３年度までの６年
間です。
　本計画（冊子）は、各市立図書館で閲
覧できるほか、市政情報課（市庁舎１
階）で４００円で販売します（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問保健総務課☎７２４・４２４１

設備投資に係る新たな固定資産税の 
特例制度を開始します

問産業政策課☎7２４・２１２９、町田商工会議所企業支援部☎7２４・６６１４、
関東経済産業局中小企業課☎０４８・６００・０３２１

　市では、第１９６回通常国会（平成
３０年１月～６月）に提出されている
「生産性向上特別措置法案」の趣旨に
沿い、中小企業の皆さんの積極的な
設備投資による生産性の向上を支援
するため、先端設備導入の計画を作
成し、市の認定を受けた中小企業の
新規取得設備（償却資産）の固定資産
税を「３年間ゼロ」にする特例措置を
実施する予定です（※１）。
　また、当該特例措置の対象事業者
は、国の各種補助金（※２）において
優先的に採択されます。
※１　国における関係法案の成立及
び法律の施行、町田市議会における
条例改正案の可決が条件となりま
す。また、特例措置を受けるには、国
が示す指針及び市が策定する計画の
内容に沿った「先端設備等導入計画」
を作成し、市の認定を受ける必要が
あります。

※２　優先採択の対象となる補助事
業及び補助金は、「ものづくり・商業
・サービス経営力向上支援事業（も
のづくり・サービス補助金）」「小規模
事業者持続化補助金」「戦略的基盤技
術高度化支援事業（サポイン補助
金）」「サービス等生産性向上ＩＴ導入
支援事業（ＩＴ補助金）」です。すでに公
募中のものもありますので、詳細は
各補助金のホームページや、町田商
工会議所にご確認下さい。町田市消防団長に佐藤誠氏が再任しました

　４月１日付けで、町田市消防団長に佐藤誠氏が再任しました。今回で３期目
となり、任期は２年です。引き続き市民の生命・財産を守るため消防団員の
陣頭で指揮を執ります。
　佐藤氏は１９７８年に入団して以来、副団長等要職を歴任し、２０１３年には
藍綬褒章を受章しています。
　今年は、町田市消防団創設６０周年の節目にあたる年になります。改めて
市民の皆さんの期待に応えられるよう、活動します。
　なお、町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。
問防災課☎７２４・３２５４

制度導入に関する要望書を手渡す深澤勝
町田商工会議所会頭（左）
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お知らせお知らせ
４月２日から始まります

固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧
　２０１８年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された土地・家屋価格等
縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するも
のです。
　また、課税台帳の閲覧制度とは、納
税義務者の方が、固定資産税台帳の
うち、自己の資産に対する課税内容
を具体的に確認するためのもので
す。
○縦覧、閲覧ができる方　
①納税義務者、その同居の親族及び
納税管理人（同居でも別世帯の方は、
委任状が必要）
②代理人（納税者の方が自署、捺印
〔法人の場合は、代表者印を押印〕し
た委任状または代理人選任届をお持
ちの方）
○本人確認書類が必要です　
　書類の種類に応じ、次に示す１点

または２点の書類をお持ち下さい。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン
バーカード〔個人番号カード〕等）
②上記の書類がない場合は、次の書
類
※組み合わせは、（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で各１点ずつです。
（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）
（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧期間４月２日㈪～５月３１日㈭の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
閲覧期間４月２日㈪～５月３１日㈭の
午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります。
問資産税課☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方への課税（補
充）台帳の閲覧申請】

　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利
（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧申請がで
きます。
○必要な書類　
　本人の身分を確認できる書類（運
転免許証等）と権利を有する資産を
特定するための書類（賃貸借契約書、
賃借権の権利者が記載されている登
記全部事項証明書等）をお持ち下さ
い。
　また、代理人に依頼する場合は、権
利者の方が自署・捺印（法人の場合は
代表者印を押印）した委任状または
代理人選任届が必要です。
閲覧開始日４月２日㈪
閲覧時間午前８時３０分～午後５時
※４月中は混雑しますので、時間に
余裕をもって申請して下さい。
場市民税課諸税証明係（市庁舎２階）
費１件３００円
問市民税課諸税証明係☎７２４・２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者は、４月２
日から納税通知書を受け取った日以
後３か月以内に、文書をもって固定

資産評価委員会に審査の申し出がで
きます。
問法制課☎７２４・２５０６
４月２日から

助成金の受け付けを開始します
【木造住宅耐震改修助成金】
　木造住宅の無料簡易耐震診断、精
密耐震診断、耐震設計、耐震改修工
事、耐震シェルター等設置工事、除却
工事に関する助成制度です。
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅（賃貸
用の住宅は除く）を、自らが所有して
いる個人の方
※詳細はお問い合わせいただくか、
町田市ホームページをご覧下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

農業体験・交流事業補助金
　農業者が行う、農産物の収穫等の
農業体験を通して市民との交流を図
る事業に対して補助を行います。
対市内に住所を有し、かつ、市内で農
業を営む３人以上で構成する団体
で、参加者を公募する農業体験・交流
事業で今年度に実施するもの
交付額経費の２分の１（補助額の上限
は１０万円）
※１団体につき２事業を限度としま
す。
申５月３１日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。

　ぼたん園・えびね苑の開花状況等
は、町田市ホームページでお知らせ
します。
※期間中、薬師池公園の駐車場は有
料です。駐車場は混雑が予想されま
すので、公共交通機関をご利用下さ
い。なお、ペットを連れての入園はで
きません。
ぼたん園有料開園� �
ぼたん・しゃくやくまつり
　ぼたんの育て方教室や園内ガイド
も実施します。
開園期間４月１４日㈯～５月８日㈫、　
午前８時３０分～午後４時
入園料５００円（中学・高校生２００円）
※有料は開園期間中のみです。

○無料送迎バスを運行します　
　薬師池公園とぼたん園間の無料送
迎バスを運行します。
運行期間４月２８日㈯～５月６日㈰、始
発＝薬師池公園発午前１０時、最終＝
ぼたん園発午後２時３０分
問ぼたん園☎７３６・４４７７（有料開園
期間中のみ）、町田市公園緑地課☎
７２４・４３９９

えびね苑開園
　ジエビネ、キエビネ、タカネエビネ
など、約３万株のエビネが群生して
いるほか、クマガイソウやクリンソ
ウなどの野草も観賞できます。また
高松宮両殿下が御愛好されていたキ
エビネも公開しています。
※歩きやすい靴でおいで下さい。

開園期間４月１９日㈭～５月６日㈰、午
前８時３０分～午後４時（入園は午後３
時３０分まで）
※荒天等により一時閉園する場合が
あります。
入園料３００円（小学生～高校生１００
円）
問えびね苑☎７２４・１６６８（開園期間
中のみ）、町田市公園緑地課☎７２４・
４３９９
４月１５日以降見ごろを迎えます� �
七国山の菜の花畑

　薬師池公園の北西、町田ぼたん園
やふるさと農具館・七国山ファーマ
ーズセンター近くの畑で、４月１５日
以降、菜の花が見ごろを迎えます。
　この花畑は、地元農家である七国
山ふれあいの里組合が栽培していま

花だより花だより 　町田薬師池公園四季彩の杜
す。花を楽しんだ後は、菜種を採取し
て「七国山なたね油」として販売して
います（詳細は１０面で案内）。
※お出かけは、公共交通機関をご利
用下さい。また、路上駐車は、近隣住
民の迷惑になりますので、絶対にお
やめ下さい。
問ふるさと農具館☎７３６・８３８０（月
曜日休館）、町田市農業振興課☎７２４
・２１６６

関連イベント  
【町田市フォトサロン～作品募集】
①春の薬師池公園作品展
　今春の薬師池公園をとらえた作品
を募集します（作品は５月９日～２０
日に同サロンで展示）。
②ボタン・シャクヤク写真展
　ぼたん園で撮影したボタン・シャ
クヤクの写真を募集します（６月下
旬に同サロンで写真展を開催）。

◇
定各３０人（先着順）
費各５００円（Ａ４または六つ切りサイ
ズ、２点まで）
申写真裏面に応募用紙を貼付し、①
４月１５日②５月１３日、いずれも午前
１０時から直接同サロンへ。
問同サロン☎７３６・８２８１

【町田市観光コンベンション協会～
町田薬師池公園四季彩の杜　ぼたん
とえびねを愛でるガイドウォークツ
アー】

日４月２５日㈬午前９時～午後３時３０
分ごろ、集合は小田急線町田駅東口
カリヨン広場、解散は野津田車庫バ
ス停（小雨実施）
コースえびね苑～薬師池（花菖蒲田
・藤棚・薬師堂等）～鎌倉井戸～ぼた
ん園～鶴見川散策（約６ｋｍ）
定２０人（申し込み順）
費１７００円（入園料、ガイド費、保険
料、資料代等）
※町田駅～えびね苑の路線バス代は
別途自己負担です。
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、４月
２３日までにＦＡＸで町田ツーリスト
ギャラリー（返８５０・９３１２）へ（町田
市観光コンベンション協会ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
観光まちづくり課☎７２４・２１２８

交通案内
目的地 バス乗り場

ぼたん園・七国山
の菜の花畑・町田
市フォトサロン

小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、２１番乗り場から本町田経由野津田
車庫行き、または、鶴川駅行きバスで「薬師ヶ丘」下車、徒歩約７分
※菜の花畑は同バス下車、徒歩約１０分

えびね苑
町田バスセンター１１番乗り場から、藤の台団地行きバスで「藤の台
団地」下車、徒歩約５分。小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、２１番乗り
場から本町田経由野津田車庫行き、または、鶴川駅行きバスで「薬師
池」下車、徒歩約３分
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4月1日～30日「町田市職員募集」 町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

お知らせお知らせ
４月６日～１５日
春の全国交通安全運動が
始 ま り ま す

【守ろう！交通ルール。広げよう思い
やりの輪】
○運動の重点　
１　子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
　ドライバーは、思いやりのある運
転とともに、子どもや高齢者を見か
けたら、急な飛び出しやふらつきに
十分に注意し、安全運転を心掛けま
しょう。また、子どもや高齢者自身が
危険について知ることも大切です。
　高齢のドライバーは、運転に不安
があるときは、免許の自主返納も含
めて、周囲とよく話し合いましょう。
２　自転車の安全利用の推進
　自転車安全利用五則を守りましょ
う。
３　全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の徹底
　交通事故の際に、車外放出や同乗
者に衝突するなどの危険性がありま
す。
４　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は本人だけでなく、酒類
の提供者や車両の同乗者等も厳しく
罰せられます。
５　二輪車の交通事故防止

　交差点を右折するドライバーは、
対向車線を直進する二輪車に気付か
ない場合があるため、優先意識を持
たず、しっかりと安全確認をしまし
ょう。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０
大地沢青少年センター～１０月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申４月７日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※１０月２日、９日、１０日、１６日、２３
日、３０日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
１０月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申４月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※１０月４日、９日～１１日は利用でき
ません。

※１０月１３日～１２月２０日は休館で
す。詳細は１０面をご覧下さい。

催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！
男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日５月８日㈫、１５日㈫、２３日㈬、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申４月４日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０４０４Ｂへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
脳いきいき教室
認知症に強い脳を作ろう！
　認知症を予防するための生活習慣
等についての講話と脳の健康度テス
トを実施し、旅行編またはウォーキ
ング編のプログラムを行います。
【旅行編】
対玉川学園・南大谷（公社住宅本町田
を除く）・東玉川学園にお住まいでお
おむね６５歳以上の全回参加できる方
日事前講演会＝５月１１日㈮午前１０
時～午後０時３０分、プログラム（全５
回）＝５月１８日～６月１５日の金曜日、
午前１０時～正午
場（特）桜実会
内旅行の計画（旅程）を考え、実施す
ることを通じて、知的機能を積極的
に使う習慣を身に着け、認知症を予
防する
定１０人（申し込み順）
費８００円
申４月２日午前９時～５月２日午後５時
に町田第３高齢者支援センター（☎
７１０・３３７８）へ。

【ウォーキング編】
対①能ヶ谷・三輪町・三輪緑山・広袴
・広袴町・真光寺・真光寺町・鶴川②
金森・金森東・成瀬が丘・南成瀬にお
住まいで、おおむね６５歳以上の全回
参加できる方
日事前講演会＝①４月２７日㈮午前９
時３０分～正午②４月１３日㈮午前１０
時～正午、プログラム（各全５回）＝
①５月１１日～６月８日の金曜日、午前
９時３０分～正午②４月２０日～５月１８
日の金曜日、午前１０時～正午（４月
２０日のみ午前９時３０分から）
場①和光大学ポプリホール鶴川②合
掌苑東雲寮
内ウォーキングをしながら、認知症
を予防する
定①１５人②１０人（申し込み順）
費１０００円
申４月１日午前９時から①４月１５日午
後５時まで②４月１０日午後５時まで
に①鶴川第２高齢者支援センター
（☎７３７・７２９２）②南第２高齢者支援
センター（☎７９６・３８９９）へ。

◇
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①５月１７日㈭午前８時５０分～午後
３時②５月３１日㈭午前８時５０分～午
後３時③６月７日㈭午前９時２０分～午
後３時３０分、全３回
※集合は、①②鶴川駅前やすらぎ公
園③京王相模原線多摩境駅です。
内①野津田②三輪③絹の道の各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費１２００円（資料代等）
申４月４日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０４０４Ｃへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

となりの
まちから
相模原市

第４５回相模原市民桜まつりを開催
問相模原市商業観光課☎７６９・８２３６

わくわく仲間づくりカレッジ　講座参加者募集
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

　　出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「出張認知症カフェ（Ｄカフェ）」
を開催します。

対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。
※定員を超えた場合、参加できない
場合もあります。

日４月７日㈯午後１時～５時、８
日㈰午前１０時～午後５時
場市役所さくら通り　他
内７日＝サンバパレード、ボ
ッチャ体験、相模原市ホーム
タウンチームのパレード等、
８日＝鼓笛隊、よさこいなど
の３２団体による行進、ボッチ
ャ体験
※交通規制は、両日ともにまつり開始時間から午後５時３０分までです。
※来場者用駐車場はありません。電車・バス・無料巡回バスをご利用下さい。
※催しの会場や時間などの詳細は、当日、総合案内所で配布するパンフレ
ットをご覧下さい。電子ブック版パンフレットは、「ＳＯＩＮ　桜まつり」で
検索して下さい。

対市内在住の６５歳以上の方
定①３０人②③④２０人⑤⑥１５人（いず
れも抽選、結果は４月２４日ごろ発送）
費１回あたり２５０円（別途材料費と
して、初級絵手紙５００円、脳トレ書道
２５０円が必要）
申希望する講座を選び（重複申し込

み不可）、４月４日正午～１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０４０４Ａへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（４月・５月）
日　時 会　場 定員

（先着順）
４月４日㈬、５月１６日㈬

午前１０時
～正午

町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） １０人
４月９日㈪、５月２１日㈪ ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８人
４月１１日㈬、５月７日㈪ 鶴川店（能ヶ谷１－５－１） １０人
４月１３日㈮、５月１０日㈭ 町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８人
４月１６日㈪、５月１８日㈮ 町田金森店（金森３－１－１０） １０人
４月２３日㈪、５月２３日㈬ 小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８人

４月２５日㈬、５月２５日㈮ 午前８時～
１０時 多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） １５人

４月２７日㈮、５月１４日㈪ 午前１０時
～正午 ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ６人

わくわく仲間づくりカレッジ日程表
講座名 日　時 会　場

①からだほぐし ５月８日～７月１７日の火曜日（７月１０日を除く）、午前
９時３０分～１１時３０分、全１０回 わくわくプラ

ザ町田（森野）
②初級絵手紙 ５月１０日～７月１２日の木曜日、午後１時３０分～３時

３０分、全１０回

③笑いヨガ ５月７日～７月９日の月曜日、午後１時３０分～３時３０
分、全１０回 成瀬あおぞら

会館（西成瀬）
④発声と歌 ５月１１日～７月１３日の金曜日、午後１時３０分～３時

３０分、全１０回

⑤脳トレ書道 ５月１１日～６月１５日の金曜日（６月１日を除く）、午後
１時３０分～３時３０分、全５回 鶴川さるびあ

会館（鶴川）⑥はじめてのハ
ーモニカ

５月１０日～６月７日の木曜日、午前９時３０分～１１時
３０分、全５回
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ＮＨＫ・市立図書館共催～特別展「人
体－神秘への挑戦－」

関 連 文 化 講 演 会
　国立科学博物館（台東区）で開催し
ている特別展「人体－神秘への挑戦
－」（会期＝６月１７日まで）を展覧会
担当者が解説します。参加者には本
展の招待券を１人１枚差し上げます。
日４月２８日㈯午後２時開演
場中央図書館
講国立科学博物館名誉研究員・山田
格氏
定１１７人（申し込み順）
申４月４日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０４０４Ｄへ（申し込み
は２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【①螺
ら

鈿
でん

と研ぎ出し蒔
まき

絵
え

に挑戦】
　漆に対する理解を深めるととも
に、日本独自の技法である研ぎ出し
蒔絵の制作を体験します。
日５月１０日、１７日、２４日、３１日、６月
１４日、いずれも木曜日午後２時～４
時、全５回
※作業の状況により、最長２時間程
度延長する場合もあります。
場相模女子大学（相模原市）
講東京造形大学造形学部プロジェク
ト科目部会教授・田窪麻周氏
定１０人（抽選）
費１万２５００円（材料費含む）

【②合唱を通してみなさまと　元気！
笑顔！健康の輪！】

　元玉川大学通信教育部助教・千葉
佑氏による合唱講座です。
日５月１３日㈰午後１時３０分～３時３０
分、２６日㈯午前１０時～正午、６月１６
日㈯午前１０時～正午、３０日㈯午後１
時３０分～３時３０分、全４回
場町田市生涯学習センター　
内輪唱や手遊び、歌遊び等
定１００人（申し込み順）
費３０００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①４月１５日まで②５月１０
日まで（必着）に、郵送またはＦＡＸで
さがまちコンソーシアム事務局へ
（さがまちコンソーシアムホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

鶴 川 の 歴 史
【小野神社の鐘のものがたり】
　小野神社の鐘は、従来文明年間（室
町時代）に持ち去られ、その後、現逗
子市の海宝院に奉納されたと思われ
ていましたが、実際は変遷がありま
した。鐘の行方を追跡します。
対市内在住、在勤、在学の方
日４月１８日㈬、午前１０時３０分～正
午、午後１時～２時３０分（各回とも同
一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島資料館館長・小島政孝氏
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室
【大豆を丸ごと食べる！～豆腐を作
っておからも食べちゃおう】
　おいしい豆腐を作ってみませんか。
豆腐作りで出るおからも一緒に食べ
て大豆を丸ごと味わいましょう。

対市内在住、在勤、在学の方
日４月２４日㈫午前１０時３０分～午後
１時３０分
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費４００円（材料費）
申４月３日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０４０３Ｂへ。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は併せて申し込
みを。
問同センター☎７２５・８８０５
介護・福祉のしごと

就 活 フ ェ ア in 町 田ʼ１８
　市内高齢者福祉施設・介護保険事
業所の企業説明会を開催します。
対就職を希望する専門学校・大学の
在学生、卒業後３年以内の既卒者、保
護者
日５月１３日㈰午後１時～４時３０分
場町田市文化交流センター６階ホール
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。４月の
特別プログラムは、「キューブカレン
ダー」を予定しています（開催時間内
であれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日４月８日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】

　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で薫製をして、その利用につ
いて学びます。講座受講後は、ピザ窯
・薫製箱の個人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）
日４月２１日㈯午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申４月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（縦３３㎝、幅３７㎝、高さ３２㎝、
重さ約７㎏）をお持ち帰りいただけ
ます。
対市内在住の方
日①４月１７日㈫②４月２７日㈮、午後
２時３０分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申４月３日正午から①４月１０日まで
②４月１８日までに、イベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８０４０３Ａへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日５月１３日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申４月２０日までに直接または電話で
（一財）まちだエコライフ推進公社
（☎７９７・９６１７）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座

童謡誕生１００年「童謡とわらべ唄
－北原白秋から藪田義雄へ」展

問町田市民文学館☎７３９・３４２０

　今年は、北原白秋が児童向け雑
誌「赤い鳥」に童謡を発表してから
１００年の記念の年にあたります。
本展では、白秋と彼の弟子で町田
ゆかりの詩人でもある藪田義雄の
２人に焦点をあて、「童謡」と「わら
べ唄」がもつ日本語の調べの美し
さとその芳醇な世界を紹介します。
会期４月２１日㈯～６月１７日㈰
休館日月曜日（ただし４月３０日は
開館）、５月１０日㈭、６月１４日㈭

関連イベント  
【講演会「白秋と童心」】
　詩・短歌・俳句と幅広く活躍する
高橋氏に表現者としての立場か
ら、白秋が童謡において大切にし
た「童心」について、お話しいただ
きます。
日５月２６日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
講詩人・高橋睦郎氏
定８０人（申し込み順）

申４月１７日正午～５月２４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１７Ｆへ（申し
込みは２人まで）。

【講演会「童謡の１００年－メディアの
変容と子ども文化」】
　メディアの発展とともに隆盛して
いった童謡の歴史を、社会学的観点
からお話しいただきます。
日６月２日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
講日本体育大学准教授・周東美材氏
定８０人（申し込み順）
申５月９日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０９Ａへ（申し込み
は２人まで）。

【わらべ唄あそびの会】
　親子で楽しむわらべ唄あそびの会
です。
※直接会場へおいで下さい。
対１歳以上の未就学児とその保護者
日４月２６日、５月１７日、３１日、６月７

日、いずれも木曜日午前１１時～１１
時３０分
※おはなし会終了後、希望者に展示
解説を行います（３０分程度）。
場同館２階展示室
講わらべ唄＝桃の木工房
定各１０人（先着順）

【文学散歩「北原白秋と藪田義雄ゆか
りの小田原を歩く」】
　同館職員案内のもと、白秋や藪田
の資料を多く収蔵する小田原文学館
を中心に、２人のゆかりの場所を巡
ります。
日５月１９日㈯午後１時～４時、集合・
解散は小田急線小田原駅改札
※参加者には後日、詳細を連絡しま
す。
定２０人（申し込み順）
申４月１７日正午～５月１１日に電話で
同館へ（申し込みは２人まで）。

【展示解説】
　同館学芸員が解説します。
※直接会場へおいで下さい。
日４月２１日㈯、５月８日㈫、６月５日
㈫、１７日㈰、午後２時から４０分程度
場同館２階展示室

【童謡コンサート】
　北原白秋の「からたちの花」や「こ

の道」など、今なお愛唱されている
童謡の数々をご紹介します。参加
者全員で一緒に歌うコーナーもあ
ります。
対３歳以上の方
日５月６日㈰午後２時～３時３０分
場生涯学習センター
出演國井道子（ソプラノ）、藤井麻
理（ピアノ）
定１５０人（申し込み順）
申４月３日正午～５月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０４０３Ｄへ
（申し込みは５人まで）。
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文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日４月１９日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「鹿目佳
代子」／おはなし＝「ジャッカルとワ
ニ」（バングラデシュの昔話）、「星の
王子さま」（サン＝テグジュぺリ／
作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、４月１日午前９

時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
町田市民文学館

近 代 文 学 講 座
【読み直す名作「三四郎」】
対全回参加できる方
日５月１８日、６月１５日、７月２０日、い
ずれも金曜日午前１０時～正午、全３
回
場同館２階大会議室
内夏目漱石著「三四郎」を講義形式で
読み進める
講フェリス女学院大学教授・佐藤裕
子氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、４月２６日まで（必着）に町

田市民文学館（〒１９４－００１３、原町
田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０

親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
親子で散策し、小野路町奈良ばい谷
戸で、タケノコ掘り体験を楽しみま
せんか。
※タケノコのお土産付きです。
対５歳～中学生とその保護者

日４月２２日㈰午前１０時～正午ごろ
（小雨実施、中止の場合は４月２９日に
延期）
定１５家族（抽選）
費１家族１０００円（保険料等）
申４月３日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１８０４０３Ｃへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市農業振興課☎
７２４・２１６４

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館
【①ニュースポーツ（シェイ
プアップのためのポールウ
ォーキング）体験教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日５月１１日～７月６日の金曜日
（６月８日、２９日を除く）、午前１０時～
１１時３０分、全７回定２０人（抽選）費
２３００円
【②初心者健康太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日５月１１日～７月２０日の金曜日
（７月１３日を除く）、午前１０時～１１
時３０分、全１０回定５０人（抽選）費
３４００円

◇
申往復ハガキ（１人１枚）に必要事項
を明記し、①４月８日まで②４月１５日
まで（いずれも消印有効）に同館へ
（同館ホームページで申し込みも可）
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～初心
者気功教室
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日５月８日～７月１０日
の火曜日、午前９時１５分～１０時４５

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

分、全１０回定５０人（抽選）費３４００円
申往復ハガキに必要事項を明記し、
４月２０日まで（消印有効）に同館へ問
同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール～水中運
動公開指導
対１６歳以上の方日４月５日
～７月１９日の木曜日（５月３日、６月を
除く）、午前１０時１０分～１１時定各
３０人（先着順）費１００円（別途利用券
が必要）申直接２階受付へ問同プー
ル☎７９２・７７６１
●かしの木山自然公園～自然観察会
「春に息づく花と昆虫」
日４月１５日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場同公園／駐車場はあり
ません問同公園☎７２４・１６６０
●小野路宿里山交流館～春の里山草
花観察会
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日４月２４日㈫午前
９時３０分～正午（小雨実施、荒天中
止）定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、昼食代）申４月１０
日正午からイベントダイヤル（☎

７２４・５６５６）またはイベシスコード
１８０４１０Ａへ問同館☎８６０・４８３５
●ふるさと農具館
【七国山そば・そば粉の販売】
　七国山のそば畑（野津田見本園）で
収穫された玄そばを使用したそば・
そば粉を販売します日４月３日㈫午
前９時３０分から（売り切れ次第終了）
費乾麺（１袋２５０ｇ入り）２５０円、そば
粉（１袋２５０ｇ入り）５００円
【なたね油しぼり　実演と販売】
　七国山地区で栽培しているなたね
から油をしぼります。油は、２５５ｇビ
ン１本７００円で販売します日４月７
日、５月１９日、６月１６日、いずれも土
曜日、販売時間＝午前９時３０分から
（数に限り有り、売り切れ次第終了）、
実演時間＝午前１１時～午後２時

◇
場・問同館☎７３６・８３８０
●町田市自然休暇村
【川上村山菜まつりツアー】
　添乗員は同行しません。現地係員
が対応します対市内在住、在勤、在学
の方とその同行者日５月２７日㈰午前
７時～２８日㈪午後５時ごろ、１泊２日、

集合は町田ターミナルプラザ、解散
は町田駅周辺（予定）場町田市自然休
暇村（長野県南佐久郡川上村）内山菜
まつりへの参加、北山たけし歌謡シ
ョー、川上村で山菜採り等定４０人
（抽選、結果は４月下旬に発送）／最
少催行人数は３５人です費大人
１万６８００円（交通費、宿泊費、１日目
昼食～２日目昼食、保険料、ガイド料
含む）旅行企画・実施ＪＷＴジャパン
ウインズツアー（株）、長野県知事登
録第２－３９９号、全国旅行協会会員・
長野県旅行業協会会員（長野県佐久
市今井５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８
〔代〕）、利用バス会社＝信濃バス（長
野県南佐久郡川上村樋沢２３４）申４
月１日午前９時～２２日午後５時に電
話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ（５月１７日以降の取り消し
はキャンセル料が必要）
【大浴場改修による休館のお知らせ】��
　１０月１３日～１２月２０日は、自然休
暇村の大浴場改修工事を行います。
工事期間中は浴室が利用できないた
め休館となります問自然休暇村☎
０２６７・９９・２９１２

自由民権資料館　企画展 蔵出し 絵草紙展
問同館☎７３４・４５０８

　２０１８年は「明治１５０年」にあた
ります。
　これを記念して、同館で保管す
る江戸時代から明治時代に出版さ
れた草双紙や錦絵などの「絵草紙」
を展示し、当時の人々がどのよう
な錦絵や絵本を楽しんでいたの
か、合巻を中心に展示し、紹介し
ます。
会期４月２１日㈯～６月３日㈰
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室

【関連イベント～展示担当学芸員
によるギャラリートーク】
日５月５日㈷、１９日㈯、６月２日㈯、
午後２時から３０分程度
場同館企画展示室

問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

情報コーナー
●ＪＲ東海中央新幹線東京工事事務
所～中央新幹線（品川・名古屋間）大
深度地下使用に関する説明会
　事業の目的及び内容についての説
明会を開催／詳細はＪＲ東海ホーム
ページを参照日①５月１４日②５月１６
日、いずれも午後６時３０分～８時場
①鶴川市民センター②忠生市民セン
ター問同事務所☎０３・６８４７・３７０１
●東京都水道局～受付窓口のお知ら
せ
　水道使用の開始・中止は東京都水

道局多摩お客さまセンターにご連絡
下さい（東京都水道局ホームページ
で申し込みも可）問同センター☎
０５７０・０９１・１００（ナビダイヤル）ま
たは☎０４２・５４８・５１００（受付時間
＝日曜日・祝休日を除く午前８時３０
分～午後８時）
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ

【①入会説明会】
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日４
月９日、５月１４日、午後１時３０分から

【②初心者向けパソコン講習会】

日４月３日～５日、午前９時～正午、４
月１０日～１２日、午後１時～４時費１
コース５０００円申ハガキに講座名・
受講日・住所・氏名・電話番号を明記
し、町田市シルバー人材センター（〒
１９４－００２２、森野１－１－１５）へ

◇
場わくわくプラザ町田①３階講習室
②１階パソコン講習室問同センター
☎７２３・２１４７
●町田商工会議所～新入社員・若手
社員の仕事意識とビジネスマナー実
践講座
対市内中小企業の両日参加できる新
入社員・若手社員日４月１２日、１７日、

午前９時３０分～午後４時３０分、全２
回場同会議所費１万円（非会員企業
は１万５０００円）申電話で同会議所
（☎７２２・５９５７）へ
●町田音訳グループ・朗奉～音訳ボ
ランティア養成講座
　費用や申込方法等はお問い合わせ
を対パソコンの基本操作ができ、講
座修了後、同グループのメンバーと
して活動できる方日説明会＝５月１８
日午後１時３０分～３時３０分、養成講
座＝６月１日～１１月１６日の金曜日、
午後１時３０分～３時３０分（予定）、週
１回、全１９回場せりがや会館問同グ
ループ☎０８０・５５１５・９３２３

仮名垣魯文作・錦朝楼芳虎画「雲龍九郎
偸盗伝八編」上・下　同館蔵
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日4月16日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市

暮らしに関する相談

●町田市民文学館～ちちんぷいぷい
対市内在住の０・１歳児とその保護者
日毎月第１～３火曜日（８月を除く）、
午前１０時１０分～１１時４０分（受付時
間＝午前９時５０分～１０時１０分、受
付時間を過ぎた場合は入室不可）場
同館３階保育室内絵本、わらべうた
遊び、親子交流問同館☎７３９・３４２０
●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日４月８日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

「虹猫のぼうけん」「アラレちゃんの
交通安全」「やさしいライオン」
【②春のひなた村まつり】
日５月６日㈰午前１１時～午後３時内
模擬店、工作、遊び等（一部有料）
【③一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の小学２～６年生の
初心者日５月１２日～１０月２０日の土
曜日、午後１時３０分～３時３０分、原則
月２回（全９回）講（公社）日本一輪車

協会公認指導員・遠藤武氏定２０人
（初参加者を優先のうえ、抽選）
【④子どものための日本舞踊教室】
　作法の基本から、１曲踊れるよう
になるまで指導します対市内在住、
在学の小学生～高校生（男女ともに
歓迎）日５月２３日～１１月１４日の水
曜日、午後５時～６時３０分、月１・２回

（全８回）／１１月１８日㈰に発表会を
予定講尾上流師範・尾上菊右佐氏定
１２人（申し込み順）費２０００円

◇
申①②直接会場へ③往復ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校
名・学年・一輪車の有無、返信用にも
宛先を明記し、４月２０日まで（必着）
にひなた村（〒１９４‐００３２、本町田
２８６３）へ④４月１日午前１０時から電
話でひなた村へ問ひなた村☎７２２・
５７３６
●子どもセンターつるっこ～１３周年
記念イベント　あにばーさりぃ１３

日４月１５日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）内ゲーム、工作、ステージ
発表、おはなし、模擬店（午前１１時か

ら、有料）等／駐車場は利用できませ
ん問つるっこ☎７０８・０２３６

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７２４・２１０２）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １１日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０分～４時
③人権身の上相談

（人権侵害などの問題）６日、１３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④国税相談 ３日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時３０分
～４時

⑤不動産相談 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬
⑨少年相談 １０日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時～午後４時
⑩国の行政相談 ３日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分～４時⑪建築・耐震相談 ４日㈬
⑫電話による女性悩
みごと相談（家庭、人間
関係、女性への暴力等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・
４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午後１
時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳７～１１ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、8日＝ほづみ耳鼻いんこう科
・小児科医院（☎728・0275、南大谷
1426-138）

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こどもク
リニック（小児科）（日中帯の受け付け：
日曜日、祝休日の午前9時～午後4時30
分〔電話受付は午前8時45分から〕、準夜
帯の受け付け：毎日の午後7時～9時30
分〔電話受付は午後6時から〕）＝健康福
祉会館内☎710・0927
●町田市歯科医師会休日応急歯科・障が
い者歯科診療所　休日応急歯科診療（日
曜日、祝休日）、障がい者歯科診療（水・木
曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9
時～午後5時、受け付けは午後4時30分
まで（予約制）＝健康福祉会館内☎725
・2225

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合
があります。最新の情報は、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」でご確認下さい。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所

１日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）

内科 はなみ内科 ☎７９６・１１１１ 鶴間１-１９-３５

内科 川口内科クリニック ☎７２５・６２０６ 中町１-３０-２４

内科 西村内科 ☎７９３・２６７７ 根岸２-３３-３

午前９時～翌朝９時

内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４

多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

２日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

３日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

５日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８

６日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

８日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）

内科、
小児科 南町田クリニック ☎７９６・１５５５ 鶴間３-２-２

内科、
小児科 若山クリニック ☎７３６・７７２０ 金井２-３-１８

内科、
小児科 牧内科医院 ☎７９３・３８７３ 山崎町１９２１-１

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４

町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

９日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１０日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１３日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１４日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
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　玉川学園地区で運行しているコミュニティバス「玉ちゃんバス」南ル
ートのバス停を、１か所増設します。
○増設バス停の名称　七丁目児童公園前
○増設場所　「ぬぼこ山」バス停と「松見ヶ丘北」バス停の間（下図参照）
○利用開始日　４月１日㈰の始発から

問小田急バス（株）お客さまセンター☎０３・５３１３・８３３０、玉川学園コミュニ
ティバス推進委員会☎７２５・０４３８、町田市交通事業推進課☎７２４・４２６０

　近年、コンピューターウイルスによる情報流
出やインターネットバンキングによる不正送金
事案の手口が複雑・巧妙化しており、サイバー空
間の脅威が高まっています。
　特に市民の皆さんや中小企業では、サイバー
攻撃への対策の遅れが見受けられます。
　そこで市は、サイバーセキュリティ意識の向
上及びサイバー犯罪・サイバー攻撃による被害
の防止を図ることを目的に、３月１４日に町田警察
署、南大沢警察署、町田商工会議所とサイバーセ
キュリティに関する協定を締結しました。
　今後、本協定に基づき、連携してサイバーセキュリティに関する広報啓発活
動、サイバーセキュリティセミナーの開催、サイバー犯罪被害認知時の情報発
信活動、その他サイバーセキュリティに関する必要な対応を推進します。

　市では、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の効果的な推進を目
的として、従業員の仕事と家庭の両立を支援し、男女ともに働きやすい職場環
境づくりを積極的に進める市内企業を表彰しています。
　「第１０回仕事と家庭の両立推進企業賞」は、以下の２社が受賞し、３月８日に
表彰式を行いました。
　受賞企業とその主な取り組みの内容は、次
のとおりです。
○櫻井三樹子社会保険労務士事務所＝勤務時
間シフト制による仕事と家庭の両立への配慮
など
○（株）町田予防衛生研究所＝育児短時間勤務
制度の拡充など、社員の働きやすい環境づく
り

「ふるさと納税」で市政に参加しましょう！
寄附の「使い道」と「返礼品」を追加・拡充します！

　市では、４月２日からふる
さと納税の新たな寄附の使
い道を２つ追加、魅力的な
返礼品を１つ拡充します。

使い道や返礼品、手続き等の詳細は町田市ホームページ、または、市庁舎１階総合案内、各市民センター等で配布しているパンフレットをご覧下さい。
問ふるさと納税・返礼品について＝財政課☎７２４・２１４９、使い道①について＝産業政策課☎７２４・３２９６、使い道②について＝スポーツ振興課☎７２４・４０３６

地域コミュニティバス
「玉ちゃんバス」南ルートのバス停を増設

町田市サイバーセキュリティに
関する協定を締結しました

問町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎０４２・６５３・０１１０、
町田市市民生活安全課☎７２４・４００３

左から大嶺南大沢警察署長、深澤
町田商工会議所会頭、石阪市長、
岩下町田警察署長

第１０回町田市仕事と家庭の両立推進企業賞受賞
企業が決定しました 問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

前列左から櫻井三樹子氏（櫻井三樹
子社会保険労務士事務所）、二階堂
哲也氏（〔株〕町田予防衛生研究所）

まちなかで親子がゆっくり過ごせる空間を
つくる！～まちなかシネマの開催

　市では、親子がまちなかで楽しく過ごせる空間、
ほっとできる空間を増やす取り組みを行っていま
す。昨年度に実施した映画上映会「まちなかシネ
マ」では、幅広い年齢層の方にご来場いただき、「も
っと開催してほしい！」という声がありました。
　皆さんからのふるさと
納税を活用し、７月から
２０１９年３月までまちな
かシネマを町田ターミナ
ルプラザ市民広場にて定
期的に実施します。

新しい
使い道
❶ トップアスリートと子どもたち

をスポーツでつなぐ！

　市には、ラグビートップリーグに所属す
るキヤノンイーグルスというホームタウン
チームがあります。
　同チームの練習施設を市内学校の子ども
たちが見学して、トップアスリートと一緒
になってラグビーを
体験できる機会を創
出することで、スポ
ーツをより身近に感
じてもらう取り組み
を推進します。

新しい
使い道
❷ 中垣ゆたか×村上太郎　限定返礼品

　町田市在住の絵本作家
・中垣ゆたかさんと、洋
服作家・村上太郎さんと
のコラボレーションが実
現。ふるさと納税限定返
礼品をご用意しました。
○２万円コース（限定１０人）　
中垣ゆたかさんサイン入り絵本＆「ぎょうれつト
ートバッグ（小）」＆特製ポストカードセット
○５万円コース（限定５人）　
「ぎょうれつクッション」（２個）＆「ぎょうれつト
ートバッグ（大）」＆特製ポストカードセット

返礼品
の拡充

※既設バス停の運行時刻は、
変更ありません。
※増設バス停の運行時刻など
詳細は、小田急バス（株）ホー
ムページ、または町田市ホー
ムページをご覧いただくか、
小田急バス（株）お客さまセン
ターへお問い合わせ下さい。
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